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The purpose of this paper is to overview transition of government interpretation about Article 89 0fthe Constitution

Subject of research is Article 89 0fthe Constitution, it means, No public money or other property shall be expended or

appropriated forthe use, benefit or maintenance ofaJly religious institution or association, or for ally Charitable, educational

or benevolent enterprises not under the control ofpublic authority･

This paper seeks to make out typicalaspect of government interpretation concernedwithlegislative intent oflatter clause

ofAHicle 89 and the meaning of"under the control ofpublic authority"I This approaches become synonymous implication

withfollowing up questions of constitutionalityabout finaJICial aid to private educational institution. Moreover, this paper

analyzes recent trends in various problems thatmight arise &om diversifying the providers ofpublic education.
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Ⅰ.はじめに

本稿は､憲法第89条をめぐる政府解釈の変遷を時系

列的に跡づけることによって､私学助成に関する政府

見解を考察するものである｡憲法89条は､ ｢公金その

他の公の財産は､宗教上の組織若しくは団体の使用､

便益若しくは維持のため､又は公の支配に属しない慈

善､教育若しくは博愛の事業に対し､これを支出し､又

はその利用に供してはならない｣と｢公金支出の制限｣

を規定しているが1)､特に89条後段の解釈､すなわち

｢私学助成の合憲性｣をいかに解釈するかは｢財政領域

における最大の争点｣とされてきた2)｡実際､ 89条後

段は､日本国憲法の制定当初から立法趣旨等について

不明確な点が少なくなかったとの指摘が多くの論者に

よってなされており3)､これまでにも立法趣旨や｢公

の支配｣の意味をめぐって様々な解釈がなされてきた

ことは多言を要しないであろう4)｡こうした経緯もあ

り､ ｢私学助成の合憲性｣については､憲法上の疑義を

呈し違憲とする見解も一定程度の正当性を持つものと

して度々引き合いに出され5)､内閣法制局関係者や戦

後の教育改革を牽引した文部官僚によっても現行の私

学助成の方法に対して疑問符が付けられてきたことは

周知の通りである6)｡しかし､現状においては､ (∋戦

後改革の一環として行われた1949年の｢私立学校法｣

の制定をもって､立法的に解決したと解するものから
7)､②私立学校法をある種補完するという意味で､1975

年の｢私立学校振興助成法｣の制定で私学助成に関す

る憲法問題は論議の段階を過ぎたとするものなど8)､

その時期をめぐっては若干の違いがあるとはいえ､総

じて｢私学助成問題は､政治的にも､立法的にも､解

決済みの問題｣9)として､ ｢合憲｣を導くものが定説と

なっているといえよう10)｡
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しかし､その一方で､後述するように､憲法89条の

｢立法趣旨｣及び｢公の支配｣の意味をめぐる議論は､

私立学校を設置する｢学校法人｣に対する｢機関補助｣

という意味での｢私学助成｣とは異なる文脈において､

近年新たに再燃していることも看取すべき動向である｡

そこで本稿では､憲法89条､なかでも｢私学助成｣

と関わる｢後段｣部分に焦点を当てながら､戦後から

現在にいたるまでの政府解釈を概観することにする｡

なお､以下では便宜的に私学関連法の制定過程及び私

学政策等に即して時期区分を行い､その時点での政府:

解釈の考察を行った｡本作業は､政府が｢私学｣ある

いは｢私学助成｣に対していかなる見解を持っている

のかを考察することと同義であるといえ､今後の私学

助成のあり方を考察する上での基本的視座を提供する

ものとなるであろう｡

Ⅱ.憲法第89条をめぐる政府解釈の変遷

A.憲法制定議会

旧憲法下においては､憲法89条の内容に相当する規

定は存在しておらず､戦前に行われた私学助成に対し

ては憲法上の疑義は生じることはなかったD他方､日

本国憲法下においては､憲法89条は､ ｢財政国会中心

主義｣を基本原則に据えた第7章｢財政｣に位置づい

ており､そこでは､財政決定権を有する国会による厳

正な管理･統制といった一般的な手続的規制を超えて､

｢公の支配｣に属さない教育等の事業-の公金支出には

一定の制約があることを規定するものとなっている｡

それでは､憲法改正案の審議の場では､いかなる議

論が行われたのか｡以下で検討するように､ 1946年に

開催された第90回帝国議会では､公式ではないにし

ろ､ 89条に関する政府見解が示されている｡公式の政

府見解は､後述するように1949年2月11日の法務庁見

解まで待たなければならないのだが､憲法改正議会

(1946年)での見解と､法務庁法務調査意見(1949年)

での見解とではその解釈が異なるという事態が生じて

いることを先に記しておく｡

まず､ 1946年9月25日開催の貴族院帝国憲法改正案

特別委員会において､金森徳次郎国務大臣(以下､金

森大臣)は､憲法89条の｢立法趣旨｣について､ ｢前

段｣と｢後段｣とを切り離して考える立場を採用して

いる｡すなわち､宗教事業に関する｢前段｣について

は､ ｢政教分離の方針を扱って居りますが故に､財政的

にも特定宗教に国家は保護を加えない､これだけの原

理から来て居る｣と述べており､一方で､慈善･教育･

博愛の事業(以下､教育等の事業)に関する｢後段｣に

ついては､ ｢これは精々意味を異にするのでありまし

て､この財政に関する憲法の規定は､国費が濫費せら

るる､危険がないようにと云うことに非常に重点を置

いて居るのであります｣､ ｢慈善､教育､博愛と云うも

のは､その言葉が美しく､名前が華やかである為に､斯

様な口実の下に､国費が濫費せられる虞が多い--∵美

名に依って､国費を､本来国民が負担した租税の趣旨

に事実上違反するように使う--･そこで左様な方面に

は厳重に監督を加えようと云う｣との答弁を行ってい

た11)｡こうして､政府は､立法趣旨について､前段は

｢政教分離の徹底｣､後段は｢公費濫費の防止｣と解し

ていたことがわかる｡

次に､ ｢公の支配｣の意味について､金森大臣は､ ｢公

の支配｣とは､一般的な監督とは異なり､国又は公共

団体の｢特別の監督｣の下にあるものであるとし､ ｢特

別の監督｣については､｢他のものと比べて特殊の監督

と云うことであって､私立大学相互の間に特殊の関係

があると云うことを言って居る訳ではありませぬ｡今

日国家は私立大学に対しては一般公法人に対するより

も特殊なる監督をして屠りまして､それがここに言う

公の支配と云う言葉の内容に当る程度の監督になって

居ると考えて居ります｡そう云う監督の関係にあれば

支出を出しても宜しい｡それが予めそう云う関係にあ

るか､補助を受けた時に其の関係にあるかと云うこと

は､別に区別する所はございませぬ｣と述べ､ ｢国が十

分その博愛､教育､慈善等の事業に対して発言権と監

督権とを持って居る場合に於ては国費で出しても宜し

い｣との答弁を行っていた12)｡すなわち､ ｢公の支配｣

に属する事業とは､国又は公共団休の特別の監督を受

けているものであり､国が教育等の事業に対し十分な

｢発言権｣と｢監督権｣を有している場合には､ ｢公の

支配｣に属していると言え､公金支出は許容されると

解していたわけである｡

なお､ ｢私学助成の合憲性｣をめぐっては､金森大臣

は｢私立学校はこれ(公の支配一筆者)に入りますo私

立学校にして国家の特別なる監督に属して居るものは

ここに入る訳です｣とし13)､ ｢一見恰も私立学校には

補助金が出せないように見えるかも知れませんが､そ

れは上の方に『公の支配に属しない』と但書が附いて

居ります｡それが公の支配に属すれば補助金は出して
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宜い､公の支配に属すると云う言葉の意味はどう云う

ことかと申しますと､やり放しのやり方の億に学校が

置かれて居れば､それは補助金を出してはならない｡

併し国家の定むる法令を基礎として国家がそれを十分

謂わば監督とか管理とかと云うような方法を執って居

るならば､補助金を出して宜い､斯う云うのでありま

して､現在の私立学校の大部分に付きましては､法令

に依って国家が管理して居るものと考えて居ります｣

と14)､私立学校も｢公の支配｣に属しているとの答弁

を行っていた｡

このように､意法制定議会での政府解釈は､ 89条の

｢立法趣旨｣に関して､前段は､ ｢政教分離の徹底｣､後

段は､ ｢公費濫用の防止｣と解しており､ ｢公の支配｣に

ついては､一般の監督とは異なり､特殊な監督を加え

ることとされ､教育等の事業に対して発言権と監督権

を有していれば､ ｢公の支配｣に属しており､公費助成

は可能であると結論づけていた｡また､当時の私立学

校は､ ｢私立学校令｣等によって､一般公法人よりも特

殊な監督が加えられており､その意味で､ ｢公の支配｣

に属していると解されていた｡よって､憲法改正議会

の場で､私学助成が憲法89粂違反になる疑義はほとん

どなかったと言い得る15)｡実際､こうした政府見解の

影響もあり1946年10月3日開催の第90回帝国議会衆

議院本会議では､各党派共同提案によって､積極的な

私学振興方策を講じていくことを謳った『私学の振興

に関する決議』が満場一致で可決されるに至っているo

B,法務庁法務調査意見

日本国憲法制定後､ 1947年3月31日には､戦後改革

の一環として教育基本法及び学校教育法が公布されて

いる｡

まず､教育基本法は､第6条で｢法律に定める学校

は､公の性質をもつものであって､国又は地方公共団

体の外､法律に定める法人のみがこれを設置すること

ができる｣と私立学校の公共的性格を明らかにし､そ

の設置者は特別の法人としての｢学校法人｣に限定す

べきであるとした｡また､同条第2項においては､私

学も含めて教員はすべて全体の奉仕者であり､その身

分の尊重と待遇の適正が期せられるべきことを定め､

第9条では､国及び地方公共団体が設置する学校は､特

定の宗教のための宗教教育､その他宗教的活動をして

はならない旨の定めを置き､私立学校については､宗

教教育の自由を認めるものとした｡

また､学校教育法は､戦前から効力を有していた｢私

立学校令｣を廃止し､私立学校の自主的運営による健

全な発展を期すとして､監督庁の権限を大幅に縮小す

るに至った｡しかし､こうした法制度の変更は､同時

に憲法89条が要請する｢公の支配｣の要件とされた｢特

殊な監督｣の｢不在｣をも意味することになり､総司

令部側から私学助成に対する憲法上の疑義が呈される

ようになると16)､政府は､こうした総司令部の意向を

受けて､意法制定議会とは異なる解釈を｢公式見解｣と

して示していくことになる｡

政府の｢公式見解｣である法務庁法務調査意見は､連

絡調整中央事務局次長木村四郎七からの照会(1948年

11月4日)に対する､法務庁法務調査意見長官兼子-

の回答として､ 1949年2月11日に示されている｡本回

答は､ ｢地方自治法第212条ならびに憲法第89条の解

釈に関する件｣として､ ｢憲法第89条の立法趣旨特に

『公の支配に属しない』とは如何なる意味であるか｣と

の問題に対して､次のように回答している17)0

まず､ 89条の｢立法趣旨｣をめぐって､前段につい

ては､r憲法第20条は信教の自由を保障するとともに､

国およびその機関の宗教的活動を一切禁止するなど政

教分離を宣言している｡この政教分離の原則は､当然

国家の宗教団体に対する援助の禁止を含むものであっ

て､憲法第89条前段の規定はその旨を財政面から明確

にしているものである｣とし､後段については､｢一般

に慈善教育もしくは博愛の事業は､これを民間人が行

う場合､つとめて公の機関からの干渉や制肘を排して

民間人たる事業者自身の創意と責任とにおいて従って

その者自身の費用をもって行われるべきものである｡

またこれらの事業はややもすれば特定の宗教や社会思

想等に左右されやすい傾向がある｣とその事業の性格

について述べた上で､ ｢このような傾向にある事業に対

して公の機関が援助､特に財政的援助を与えることは

次にのべるような様々の弊害の原因を生むに至るとも

考えられる｡すなわち､公金がこれらの事業を援助す

るという美名の下に濫費されること､公の機関がこれ

らの事業に不当な干渉を行なう動機を与えること､あ

るいは政教分離の原則にもとること､さてはこれらの

事業が時々の政治勢力によって左右され事業の本質に

反するようになること等がそれである｡こうした事態

は回避せねばならないので憲法はこれらの事業に対す

る公金その他の公の財産の支出､利用を禁止している

のである｡ --この故に憲法は『公の支配』に属しな
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いこれらの事業に限って公金の支出等を禁じているの

である｣と回答していた｡

そして､最後に､ ｢公の支配｣については､ ｢憲法第

89条にいう『公の支配』に属しない事業とは､国また

は地方公共団体の機関がこれに対して決定的な支配力

を持たない事業を意味するものであると解する｡換言

すれば､ 『公の支配』に属しない事業とは､その構成､

人事､内容および財政等について公の機関から具体的

に発言､指導または干渉されることなく事業者が自ら

これを行うものをいうのである｣と結論づけていた｡

このように､法務庁法務調査意見では､憲法制定議

会において､前段は｢政教分離の徹底｣､後段は｢公費

濫用の防止｣とされた立法趣旨について､前段は｢政

教分離の徹底｣､後段については｢私的な慈善･教育･

博愛の事業は､公の機関からのコントロールを排除し､

私人たる事業者自身の創意と責任のもとに行われるべ

きものであり､また､これらの事業は､特定の宗教や

社会思想等に支配されやすい性質があるゆえ､国家か

ら政治的･思想的･財政的中立性を確保することが必

要である｣と解していた18)｡つまり､従来｢公費濫用

の防止｣とされていた後段の立法趣旨の理解に､｢自主

性の確保｣という観点が示されることとなったのであ

る｡また､ ｢公の支配｣については､国または地方公共

団体の機関が決定的な支配力を持つこと､つまり､そ

の構成､人事､内容及び財政等について公の機関から

具体的に発言､指導または干渉されることがその要件

とされ､憲法制定議会の政府解釈よりも｢厳格｣な解

釈を行っていることがわかる｡

C.私立学校法の制定

法務庁法務調査意見は､私立学校法(1949年)の制

定過程においても大きな影響を及ぼすことになる｡法

案作成過程を総じて述べるならば､法務庁が｢公の支

配｣に属するためには､当該団体が事業内容､人事及

び財政等について､公の機関から具体的に指導又は監

督されることが必要であると主張したのに対して､文

部省や私学団体は､私学に対する強力かつ広汎な監督

権を認めることは､私学の自主性を阻害し､時代に逆

行するとして反対するといった構図であった19)｡私学

団体からすれば､｢私学が公の支配下におかれることは

理念的には一種の矛盾がある｣ことは明らかであった

が20)､ ｢私立学校の自主性を認め､監督事項を極力制

限するという要請に応えながら､一方以上のごとき厳

格な『公の支配』の要件を満たすためには､どのよう

な規制が必要にして十分であるのか､助成と引き換え

に規制に服するというのではなく､助成以前に､あら

かじめ『公の支配』に属しているという要件を満たす

監督規定は､いかなるものであるか｣が問われ21)､現

実的必要性から､ ｢公の支配｣の程度とその具体的要件

を考案していくことが求められた｡

その後､粁余曲折を経て22)､私学助成を可能にする

ために考え出された折衷案は､私学全体が｢公の支配｣

に服すべしとの一般的な要件を改め､助成を受ける学

校法人に対してのみ､より厳重な特別の監督を加える

というものであり､最終的には､所轄庁は､助成を受

ける学校法人に対し､助成に関し必要があると認める

場合､ ①業務･会計状況報告の徴収権､ ②予算変更の

勧告権､③役員解職の勧告権等の権限を有するという

私立学校法第59条の規定を設けることによって､ ｢憲

法の精神と私立学校の性格及び現実の要請との調和点

がここに見出された｣形となった23)｡これが､ ｢私立

学校法第59条は､この問題について立法論的に終止符

を打った｣とされる所以である24)o

なお､ ｢私立学校法案｣の審議過程に着目すれば､第

6回衆議院文部委員会において､高瀬荘太郎文部大臣

は､私立学校の自主性を高めるために､私立学校に対

する監督事項の整理と諮問機関としての私立学校審議

会･私立大学審議会の設置を､私立学校の公共性を高

めるために､民法による財団法人に代わる特別法人と

して｢学校法人｣を考案し教育的運営を可能にしたと

述べた上で､私学助成については､ ｢従来憲法第89条

の解釈をめぐって､疑問があったのでありますが､本

法案におきましては､私立学校は諸種の点において

『公の支配』に属する教育の事業であるという見解のも

とに､助成に関する若干の必要規定を新たに設けて､

学校法人に対して､国または地方公共団体が補助､貸

付等の助成を行い得ることを明らかにした｣25)､｢この

法案ができますれば､これによって当然憲法違反でな

く補助ができる｣26)と述べ､本立法措置により違憲の

疑義を解消することができるとの答弁を行っていた｡

また､久保田藤麿政府委員も､｢文部省は少くも憲法

制定以来､私立学校は公の支配に属するものという考

え方のもとに･本質的な助成をいたさなければならぬ

という建前で進んで来ております｣と述べた上で27)､

｢学校法人に対して補助､貸付等の助成を行い得ること

を明文化いたしました｡この点については､従来憲法
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第89条との関係上､疑問のあったところであります

が､本法案においては､私立学校および学校法人が諸

種の点において『公の支配』に属するものであるとい

う見解のもとに立案したのであります｡さらに助成を

受けた学校法人に対する予算の変更及び役員の解職の

勧告等､憲法との関係上必要とされる規定を設けたの

であります｣との答弁を行った28)｡

こうして､憲法89条との関係において私学助成の法

的可能性を明確にするために制定された私立学校法に

よって､ ｢私学助成と憲法第89条との関係は､実務上

は､議論に終止符が打たれ｣たこととなった29)｡以後､

｢私立学校振興会法｣ (1952年)の制定によって､私学

経営援助を目的として国が振興会に出資するという方

式が確立し､私立学校の施設費･経営費･災害復旧費･

高利債務弁済費等に対する政府出資金の低利貸付が実

現､戦後の私学振興策は｢融資事業｣中心に行われて

いくこととなる｡

D.臨時私立学校振興方策調査会答申

昭和30年代になると､戦後の出生増に伴う高校生･

大学生の急増期を迎えることとなり､高等教育に果た

す私学の役割は増大していくことになる｡1958年の中

教審答申では､私学振興を目的とした必要経費に対す

る国の助成の必要性が喚起され､政府は､融資のみな

らず､産業教育設備費補助金､産業教育施設費補助金､

高等学校定時制教育設備費補助金､私立大学研究設備

助成補助金､私立大学等理科特別助成補助金など特定

目的の設備購入等に対する補助拡充を重視していくよ

うになる｡しかし､学生急増対策のための経費増大､イ

ンフレによる物件費上昇や人件費の高騰などの経常費

の増大は､私学財政を危機に陥れ､対処方としての学

費値上げや水増し入学の断行は､学園紛争をも引き起

こす結果となる｡こうした経緯もあり､｢私立学校振興

会｣による施設･設備を対象とした｢融資｣中心の私

学振興策は､急激な量的拡大による私立大学の教育研

究条件の悪化を防ぎ､私学財政危機を打開し､財政規

模を安定させていくことには必ずしも有効ではないと

の批判がなされることとなった｡

そして､こうした事態に鑑みて､文部省は､ 1965年

3月31日に文部大臣の諮問機関として｢臨時私立学校

振興方策調査会｣ (以下､臨私調)を設置､以後私学に

対する経常費補助と､それに伴う規制のあり方等につ

いての検討が行われていくことになる｡

結論から言えば､臨私調は｢私立大学等教育研究費

補助金｣の産婆役を果たすことになるのであるが､途

中次のような議論がなされていたことは注目に値する｡

まず1966年6月14日に発表された第一部会報告『私立

学校振興方策改善の基本方針について』30)では､ ｢私学

助成の合憲性｣について､ ｢現行の私立学校に対する公

の規制監督の程度で私立学校が憲法第89条でいう公の

支配に属すると解し得るか否かは､基本的対立という

よりは､『公の支配』の程度を憲法がどこまで要求して

いるかという､いわば程度の差の問題といえる｡これ

については､すでに私立学校法第59条､その他私立学

校に対する助成のための法律が制定され､補助金その

他の財政援助が行なわれていることからみても､憲法

にいう『公の支配』とは私立学校の運営の根本的な方

向を左右するような指示､干渉を公の機関からうける

ことまでを要求しているのではなく､私立学校の性質

とこれに対する公的見地からの必要にてらし妥当な一

定の規制が加えられることをもって足りるものと解さ

れよう｣と述べられており､私学助成の問題は､私立

学校法やその他の法令による規制･監督の存在によっ

て既に｢公の支配｣の要件を満たしているため合憲･

違憲の問題とはならず､憲法が｢公の支配｣をどこま

で要求しているのかという｢程度｣問題であると見解

が一致したとされた.しかし､一方で､その場合必要

とされる規制の｢程度｣については､次のように見解

が二分したという｡すなわち､ ｢その-は､私立学校は

現行の学校教育法､私立学校法その他の法令による規

制および監督をうけることで憲法上の『公の支配』の

要求をすでにみたしており､今後私学助成を強化する

際､公金の有効適正な支出を確保する手段を強化すべ

きかどうか､そのような強化策が私立学校の自主性と

調和できるかどうかは憲法論としてではなく､政策論

として現実の必要性に即して検討がなされるべきであ

るとする意見である｡他の-は､私立学校の助成にあ

たり､憲法上必要とされる公的規制は､おおむね現在

行なわれている程度の公的助成のあり方を前提とすれ

ば､現行の程度で足りると考えられるが､将来経常費

の助成のような進んだ助成方策が行なわれるような場

合､その内容如何によっては､これに伴う公金使用適

正確保の措置､およびその私立学校の自主性との調和

の問題は､単に政策論としてではなく､憲法論として

も問題となり得る余地があるであろう｣という意見で

ある｡



教育行政学論羊　第26号　2007年

なお､ 1967年6月に発表された臨私調の最終答申『私

立学校振興方策の改善について』31)では､経常費補助

のうち､ ｢経常的教育研究費｣の新設を勧告したが､ ｢人

件費補助｣については､｢これに伴い必要とされる規制

措置についても､他の経常費の場合に比して特に問題

が多いこともあり､今直ちに私立大学に対する恒久的

な対策として全面的に人件費に対し国が直接補助する

ことの可否を決することは困難であり､今後引き続き

高等教育の基本問題の検討が行われる際に､あらため

て検討されることを期待せざるを得ない｣と結論を留

保する形となった｡

このように､臨私調においては､ ｢公の支配｣は､ ｢法

務庁法務調査意見｣のように厳格に解釈されず､私立

学校の性質とこれに対する公的見地からの必要に照ら

し妥当な一定の規制が加えられることをもって足りる

ものと解され､私立学校は､私立学校法やその他の法

令による規制･監督の存在によって既に｢公の支配｣を

満たしているため､憲法89条をめぐる合憲･違憲の問

題とはならないとされた｡そして､以後の議論は､憲

法が｢公の支配｣の程度をどこまで要求しているのか

という｢程度｣の差の問題として再構成されることと

なったが､その場合必要とされる規制の｢穣度｣につ

いては､今後新たな助成方策として｢経常費補助｣が

講じられる場合､私立学校の自主性と公金支出の適正

確保のための規制措置との調和問題は､ (A) ｢憲法論｣で

はなく､｢政策論｣として現実の必要性に即して検討す

べきという見解と､(B)単に｢政策論｣としてではなく､

｢憲法論｣としても問題になり得る余地があるという見

解に二分されることとなった｡ ｢人件費を含む経常費補

助｣の開始とそれに伴い必要とされる規制措置との関

係をめぐっては新たに憲法問題に発展する可能性が

あったことをこの種の議論は示唆しているといえよう｡

E.日本私学振興財団法の制定

臨私調の最終答申は､経常的経費のうち､物品費と

しての経常費助成の新設を勧告したことで､ ｢私立大学

等教育研究費補助金｣を誕生させる一つの契機となっ

たが､結論を留保された｢人件費補助｣は､昭和45年

度に制度化されることとなる｡

1969年3月に自民党文教制度調査会内に設置された

｢私学問題に関する小委員会｣は､同年7月27日､ 『私

学振興に関する基本方針』を発表し32)､ ｢私学の国家

社会に対する役割､とくに今後における人材養成につ

いての貢献度とその経営の現状に鑑み､私学振興方策

の積極的な改善を図る｡このため､私学に対する助成

の効率的運営を助長する新たな機関を設ける｣との見

解を表明するにいたる｡そして､ 1970年には､本構想

に基づいて､私立大学等の人件費を含む経常費の補助

金制度として｢私立大学等経常費補助金制度｣を創設､

これに伴い､同年5月18日には｢日本私学振興財団法｣

が制定され､戦後当初から私立学校の施設･設備など

に対する貸付業務を主に行ってきた｢私立学校振興会｣

を発展的に解消･吸収し､人件費を含む私立大学等経

常費補助金の交付事業に､私学経営についての調査相

談･助言等の業務を加え､新たな経常費補助金の配分

と融資及び寄附金募集と配分等を総合的かつ効率的に

実施する機関として､｢日本私学振興財団｣が設立され

ることになる｡こうして､私大等の経常費補助は､従

来の私立学校振興会による｢融資制度｣から､日本私

学振興財団を通ずる｢経常費補助金｣-と転換され､毎

年度の予算措置の安定性が期待できるようになった｡

また､高等学校以下の私学に対しても私立大学等の取

扱いに準じた経常費補助を可能にするため､自治省所

管の｢地方交付税制度｣を通じて都道府県に対する財

源措置が講じられることになる｡

なお､本法制定過程においては､立法政策上の問題

として､ ｢助成｣に伴う｢規制｣措置として監督強化が

図られることとなり､①私学-の｢立入検査権｣､②学

科･研究科の増設､収容定員の増加に関わる｢計画変

更･中止勧告権｣､ ③ ｢設備･授業等の変更命令権｣な

どを規定した附則第13条の私立学校法第59条の改正

が試みられたが､文部省による規制強化に反対した私

学団体らは法案の修正運動を展開､結果として､法案

の｢一部修正｣と｢附帯決議｣がなされることになり､

私立学校法第59条の改正は事実上｢凍結｣されること

となった｡

ここで､ ｢日本私学振興財団法案｣の審議過程に着目

すれば､坂田道太文部大臣(以下､坂田文相)は､私

学助成の現状について｢私立学校を設置する学校法人

は､私立学校法及び学校教育法に基づく監督に服し､

憲法第89条の公の支配に属しており､学校法人に対す

る助成は､憲法第89条に違反しないと解されます｡こ

のような観点から､私立学校法､私立大学の研究設備

に対する国の補助に関する法律等幾つかの法律が制定

されております｡これらの法律に基づき､現在すでに

学校法人に対し､国及び地方公共団体の補助が行なわ
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れておるところでございます｡また､私立学校振興会

法に基づき､私立学校振興会を通ずる融資が行なわれ

ている｣と述べ33)､同じく岩間英太郎政府委員(以下､

岩間政府委員)も､ ｢従来から憲法との関係で公の支配

に属しない教育の事業につきましては国が援助をする

ことはできないというふうなことで､学校教育法､そ

れから私学法によりまして私立学校が公の支配に属す

るというふうなことになっておるわけでございますけ

れども､これはまあどういう段階までくれば公の支配

に属するかという点につきましては､ある程度助成の

方法及び内容ともこれは関連することではないかと思

います｣と答弁しており34)､結果としては､従来どお

りの論理で｢私学助成の合憲性｣について答弁を行っ

ていた｡

また､ ｢公の支配｣の要件については､坂田文相は､

｢私どもといたしましては､『公の支配』というのは､国

または公共団体が経営主体になるということではなく

て､法令の根拠にもとづいて指導､監督することがと

されておるということによる｣とし､次いで､岩間政

府委員も､ ｢学校法人につきましては､これは学校教育

法その他によりまして設置の際の条件がいろいろござ

います｡そういうふうな条件にしたがって認可を受け

て､設置をされておる｡ --.私学法の中で､ 59条のよ

うな監督を受けるというかっこうになっております｡

私どもはその程度で公の支配に属しておると考えてお

る｣と述べていた35)0

次に､ ｢人件費を含む経常費補助｣に伴う新たな憲法

問題については､坂田文相は､ ｢やはり昭和23年､ 24

年の状況は､全くこれは国は私学に対しては関与しな

い､ノー･サポート･ノー･コントロール､こういう

ことが前提になっておったと思うわけでございますが､
---最近この10年間の様子から考えると､もはや私学

につきましては､経常費補助なくしては私学は自立で

きない､そしてまた質的な学生の教育､研究というも

のも向上させることが出来ない事態にもうなったんだ､

こういうことを考えるならば､今後相当の経常費助成

というものが行なわれなければならない｣と経常費補

助の必要性を述べた上で36)､｢しかし､そのことによっ

て憲法に定められた公の支配云々の問題には抵触する

ものではないというふうに､私は考えているわけでご

ざいます｣と37)､ ｢人件費を含む経常費補助｣にまで

及ぶ私学助成に対してもその合憲性を主張していた｡

なお､審議の場では､憲法89条は実質的には空文化

しており､今日の実情に合わないのではないかという

質問もなされた｡これに対して､岩間政府委員は｢空

文化しておるということではないと思いますけれども､

現実の問題としましては､そういうふうなよき考え方

が､だんだん時代に即応しなくなってきているという

ことは言えるのじゃないかというふうな感じがする
･･-･これは実態を申し上げておるわけでございまして､

憲法の精神はあくまでも精神として尊重する｡つまり

それは､現在におきましては私学の自主性というもの

をできるだけ尊重するということでございますが､同

時にまた､現在の私学の経営等から申しますと､やは

り国あるいは地方団体の援助というものがなければ実

態として運営がなかなか困難になってくるという面か

ら申しますと､公共性というようなこともあわせて考

えなければならない｡また､その面がかなり強くなっ

てきつつあるということは言える｣と答え､坂田文相

も｢やはりこの89条の精神というものは生きておりま

すし､また生かされなければならないというふうに考

えておるのでございまして､私学の自主性､あるいは

教育内容､あるいはその根本に触れる問題というもの

に対して､国家権力はみだりに介入すべきものではな

い､こういうふうに私は考えておるわけでございます｡

しかし､いやしくも国民の血税というものが､この私

学の振興､あるいは教育､研究の質的向上のために使

われる以上は､それが適正に使われなければならぬと

いう限りにおいては､やはりそれ相当の監督というも

のがなければならない｣と述べており､助成に伴う規

制措置の必要性を示唆する答弁となった38)0

このように､｢日本私学振興財団法案｣の審議過程に

おいては､憲法89条の｢立法趣旨｣についての明示的

な答弁は見受けられなかったが､私学の自主性を確保

するという憲法89条の精神を尊重していくべきである

との旨の見解が示されていた｡また､ ｢公の支配｣の意

味については､助成方法及び内容にも依存するとしな

がらも､それは､国又は公共団体が経営主体になると

いうことではなく､法令の根拠に基づき指導･監督す

ること､換言すれば､私立学校法及び学校教育法に基

づく監督に服していることが要件であると従来どおり

の政府解釈をそのまま採用している｡なお｢人件費を

含む経常費補助｣という私学助成の範囲の拡大につい

ては､憲法上の疑義は生じないが､国民の血税である

限り､適正に使用される必要があるのであり､それ相

当の監督を受ける必要があるとされた｡
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F.財団法制定後の法制局見解

経常費補助が予算化された約1年後､昭和46年度予

算を審議していた参議院予算委員会(1971年3月3日)

の場において､高辻正巳内閣法制局長官が憲法89条の

解釈をめぐって､次のような答弁を行っている39)｡ま

ず､ ｢憲法89条のご指摘でございますが､憲法89条の

問題は､確かに率直に言って実は弱る規定であります｡

憲法調査会でも､あまり政治的でない､まあ実務的な､

あるいは国情に合った憲法の規定を考えるという意味

合いにおいて憲法改正論を考えます場合に､一番最初

に出てくるのが89条であると言ってもいいぐらいに89

条は問題だと私も思います｣との所感を述べた上で､

｢確かに日本のような国において慈善､博愛､教育の問

題について､国費が公の支配に属していないものには

出せない｡逆に言えば､公の支配に属させることに

よって国費が出せるというふうに解される憲法の規定

が､規定の真の精神がそこにあるかどうかはわかりま

せんけれども､実際の日本の国情に合わすようなこと

をするにはやはりそういう解釈もやむを得ないのでは

ないかというようなふうに考えまして､いまの私立学

校法あるいは学校教育法その他の規定には､そういう

補助と監督の相関関係を規定したものがございます｡

まあ､そういうことで始末をしておるわけであります

けれども､国会でもそういう法律を御制定になってい

ただいておりますから､そういう解釈がいまや公定的

に是認されていると思いますけれども､正直に憲法の

規定に立ち返ってみますと､その辺はやや問題がある

ように思います｡そういう意味で､ごく事務的に考え

て考えて､つまり政治的でなしに考えて､89条のよう

な規定はやはり問題点の一つであろうと､正直に言っ

て､そう思います｣と歯切れの悪い答弁を行っていた｡

こうして､高辻法制局長官は､日本の国情に合って

いないという理由から憲法改正の議論において最優先

事項となるのが憲法89条であり､かつ､その解釈も日

本の国情に合わすように行われていることを認める答

弁を行っていた｡また､｢公の支配｣の要件については､

従来どおりの政府解釈､すなわち､助成に伴う規制が

連動する形で規定されている｢私立学校法｣及び｢学

校教育法｣を挙げ､こうした解釈が公定的に是認され

ているとするものの､実務的事務的には第89条は問題

の一つであると述べていた｡これらは､｢既成事実の積

み重ねから是認やむなし｣40)といった指摘があるよう

に､89条解釈をめぐる当時の問題状況を如実に示す答

弁であったといえよう｡

G.私立学校振興助成法の制定

昭和40年代後半になると､人件費の高騰と石油危機

以来のインフレは､私学経営に大きな影響を及ぼすこ

とになり､私学の経済的基盤は弱体化､学校法人の自

助努力だけでは､教育研究条件の推持改善を図ること

が困難な状況となっていた｡また､｢日本私学振興財団

法｣制定後､私学助成の性格が､従来の｢融資｣方式

から｢経常費補助金｣ -と転換されたが､これまでの

私学助成を根拠づけてきた｢私立学校法｣の規定の他

に､経常費補助を正当化する法的規定が必要とされて

いた｡特に､高校以下の私立学校に対しては､先述の

とおり､目的財源としての性格を有していない｢地方

交付税制度｣による財源措置が講じられてきたが､地

方財政の体力に依存する助成額の都道府県格差は問題

視されるようになっており､1970年以降のインフレに

よる人件費急騰､教育研究条件の低下､父母負担の格

差是正など-の対応と相まって､高校以下の私学に対

しても人件費補助を制度的に保障する立法措置を求め

る気運が高まっていた｡

こうした状況に鑑みて制定されたものが､ 1970年7

月11日に成立した私立学校振興助成法である41)｡本法

は､自民党政務調査会文教部会内に設置された｢私学

助成に関するプロジェクトチーム｣において検討が続

けられ､自由民主党の｢議員立法｣という形でもって

第75国会で成立することになるが､私立学校の教育条

件の維持･向上､修学上の経済的負担の軽減を図ると

ともに私学経営の健全性を高めることを目的に据え､

私学助成についての国の基本的姿勢を明確にする意味

で､私立大学等に対する経常費補助､私立高等学校以

下の経常費に対する都道府県の補助-の国の補助につ

いて明文の規定を置いたものである｡

本法は､ ｢私学関係者の間でも歴史的な前進として高

く評価されている｣ものであるが42)､本立法措置に

よって次のような規定が設けられることとなった｡

第-に､私立大学等の経常費補助についてその二分

の一以内を補助することができるとされ､これまでの

｢予算補助｣から｢法律補助｣-と補助形式の変更がな

された｡第二に､高等学校以下の私学に対しては､都

道府県間の私学助成の格差解消と私学助成の全般的拡

充を図るため､新たに都道府県に対する国庫補助制度
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が創設されることとなった｡すなわち､ ｢都道府県が､

私立の高等学校､小･中学校､盲･聾･養護学校及び

幼稚園の教育に係る経常的経費について補助する場合

には､国は､都道府県に対し､政令で定めるところに

よりその一部を補助することができる｣とされた｡第

三に､補助金の執行の適正化を図るとともに､国の財

政援助の有効性を担保するための措置として､ ① ｢私

立大学等の経常的経費に係る補助金について､その減

額及び不交付に関する規定を設ける｣と共に､ ②文部

大臣は､昭和56年3月31日までの間､特に必要がある

と認める場合を除き､私立大学､学部等の設置及び収

容定員の増加を認可しない｣こととされた｡

さらに､本法は､助成規定の充実に即して､従来の

私立学校法第59条の監督規定を整理しており､日本私

学振興財団法制定時に｢凍結｣されていた｢設備･授

業等の変更命令権｣が削除されたことのほかに､同法

第12条では､所轄庁は､この法律の規定により助成を

受ける学校法人に対して､(D報告徴収､質問検査権､②

定員超過の是正命令権､ ③予算の変更勧告権､ ④役員

の解職勧告権といった4つの権限を有するとされた｡

これらの規定は､私立学校法旧第59条第4項の3つの

権限((》業務･会計状況報告の徴収権､ ②予算変更の

勧告権､ ③役員解職の勧告権)と､同10項の3つの権

醍(①私学-の｢立入検査権｣､②学科･研究科の増設､

収容定員の増加に関わる｢計画変更･中止勧告権｣､③

｢設備･授業等の変更命令権｣)から取捨選択し､整理

されたものである｡こうして本法制定以後は､政府解

釈も､これまでの学校教育法及び私立学校法の監督規

定に､私立学校振興助成法の監督規定が加わり､それ

ぞれの規定が相まって､私立学校は｢公の支配｣に属

しているものと解されるようになる43)｡

なお､ ｢私立学校振興助成法案｣の審議過程に着目す

れば､経常費補助に伴う所轄庁の権限強化や大学の新

増設抑制規定に関する議論は活発になされたものの､

憲法89条と｢人件費を含む経常費補助｣との関係や｢私

学助成の合憲性｣自体に関する議論はほとんど行われ

なかったことは注目すべきことである｡しかし､私学

助成の内容をめぐって､融資方式から経常費補助､さ

らに人件費補助-と展開される中で､ ｢助成｣に伴う

｢規制｣の強化が企図され､ ｢公の支配｣についても､学

校教育法､私立学校法､そして私立学校振興助成法と

その要件が厳格化されたことは確かであろう｡これに

ついてはその後の政府解釈を見れば明らかである｡こ

うして､ ｢憲法89条の『公の支配』の意味は､意法学

者は別として､私立学校振興助成法の制定以来､実務

上問題にされることはなくなった｣と指摘されるよう

になる44)0

H.私学助成法制定以後の法制局見解

私学助成法制定後､昭和54年度予算の私学振興に関

わる審議を行っていた参議院予算委員会(1979年3月

13日)の場において､真田秀夫内閣法制局長官が憲法

89条の解釈をめぐって次のような答弁を行っている
45)｡すなわち､｢この規定につきましてはかねがね問題

があることは確かでございますが､この憲法が審議さ

れましたいわゆる制憲議会においても､当時確か佐々

木惣一先生だったと思いますが､こういう規定は日本

の教育制度の沿革なりあるいは日本の国情に合わない

のではないかというような御議論があったようなこと

を記憶しております｡また､例の憲法調査会でも非常

に慎重な熱心が御議論があったように聞いております｡

ところで､現行憲法がいま申しましたようにはっきり

と書いているわけでございますから､公の支配に属し

ない教育の事業に対しては公金は出してはいけないと､

これは明らかなんです｡ただ､問題は､公の支配に属

するというのが､一体どの程度の監督なり支配があれ

ば憲法の要求を満たしたことになるのかという点にあ

るのだろうと思う｣と論点を整理した上で､｢そこで現

行のいろいろな法制を見ますと､学校教育法には､学

校監督庁が一定の場合には学校の閉鎖命令を出すこと

ができるという規定もございます｡また､私立学校法

には､また一定の場合には所轄庁がその学校法人の解

散命令を発することができるという規定もございます｡

これらの規定とあわせまして､私立学校法をつくりま

したときに59条という規定を設けまして､そして､私

立学校に対して国が助成をした場合には人事､会計等

について監督ができるという規定を設けまして､まあ

これらの規定を総合的に判断すれば､憲法89条の公の

支配に該当すると見ていいだろうという評価をいたし

まして､そして､その後年々私学助成の予算も組みま

して､国会の議決も経ているわけでございますし､ま

た､昭和50年には､ただいま申しました私立学校法の

89条と大体同じ趣旨の単行法として私立学校振興助成

法という法律が議員立法で成立いたしております｡そ

ういう経過にございますので､私はもういまや現行の

法体制のもとにおいては私学に対して国が助成をする
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ことは憲法上も是認されるのだという解釈がこれはも

う肯定的に是認され､かつ確立したというふうに考え

る次第でございます｣と答弁した｡また､真田法制局

長官は､｢八十九条と私学に対する助成との関係は､そ

れは憲法八十九条に言っている公の支配の公のその中

にどの程度であれば公の支配と言えるかというまた解

釈の幅があって､その解釈の幅といたしまして､いま

の学校の閉鎖命令とか､学校法人に対する解散命令と

か､あるいは助成を受けた場合の特別の監督とか､そ

れを総合すれば現行の法令体系は八十九条に言う公の

支配という憲法の要請を満たしているというふうに解

釈される｣とも述べていたQ

続いて､ 1982年3月10日には､参議院予算委員会に

おける昭和57年度予算に関する審議の中で､角田穫次

郎内閣法制局長官が､この間題について答弁を行って

いる46)｡すなわち､ ｢私学助成と憲法89条後段との関

係について御質問がございましたが､確かにこの規定

は解釈の難しい規定だと思います｡ポイントは､結局

公の支配に属するということをどのように解するかと

いうことに帰すると思います｣とした上で､｢結論とし

て､御指摘にもありましたような私立学校振興助成法

が制定をされまして､これは国会において議員提案に

よって制定されたわけでありますが､その趣旨は､私

立学校が私立学校振興助成法に決める監督を受けるこ

とをもって憲法第89条後段に規定する公の支配に属す

ると､それに該当するというような解釈に立つものだ

と思いますoまた､この解釈は一般にも是認されてい

る｣と述べており､先述の真田法制局長官と同様の論

理で｢私学助成の合憲性｣を正当化するものとなって

いる｡

このように私学助成法制定以後は､法制局見解にお

いても､私学助成は憲法上の疑義が呈されるような性

質のものではないという前提の下､どの程度の監督･

支配があれば憲法の要求としての｢公の支配｣を満た

したことになるのかという程度問題として論が展開さ

れるようになっており､学校教育法､私立学校法､私

立学校振興助成法の規定を含めて｢公の支配｣の要件

とする旨の答弁がなされていくようになる｡なお､現

行法体制においては私学助成は憲法上｢肯定的｣に是

認されることが｢確立｣していると法制局が明言して

いることは､政府解釈が｢確定｣していることを示し

ているものとして看取できよう｡

その後私立学校を取り巻く環境の変化として顕著な

出来事としては､ 1998年に｢日本私立学校振興･共済

事業団法｣が制定されたことが挙げられる｡村山富市

内閣時に閣議決定された『特殊法人の整理合理化につ

いて』 (1995年2月24日)に基づいて､私学制度の整

備も同時並行的に行われることになり､私立学校教職

員共済組合の公的社会保険制度における役割に配慮し

つつ､私学振興のための基盤整備を図るという観点か

ら､ ｢日本私学振興財団｣及び｢私立学校教職員共済組

合｣を解散･統合､そして1998年10月1日には､新た

に｢日本私立学校振興･共済事業団｣が発足するに至っ

ている｡しかし､法案の審議過程においては､私学助

成と憲法第89条との関係に関する議論は全く行われて

いない47)｡こうして｢すでにこの問題は､政治的にも

立法的にも解決されていることを意味している｣とさ

れに至っている48)0

Ⅲ.近年の動向

近年､規制緩和を軸とした教育改革が行われている

が､その最たる例として､ ｢教育供給-の参入規制｣の

緩和に伴う株式会社やNPO法人による学校運営が挙げ

られよう｡国､地方公共団体､学校法人といった従来

の学校設置主体の枠組みを拡大し､公教育を担う教育

主体に､新たに｢民間組織｣を認めていく｢教育の供

給主体の多元化｣によっては､構造改革特区による特

例措置とはいえ､学校教育の公共性､継続性･安定性

を確保するための措置が講じられることを条件として､

私立学校法人の設立要件(校地･校舎の自己所有要件)

が緩和され､株式会社やNPO法人などが学校を設置し

｢公教育｣へ参入できるようになった｡これらの政策案

は､ ｢総合規制改革会議｣及び｢規制改革･民間開放推

進会議｣ (以下､会議)において中心的に議論されたが､

株式会社やNPO法人による教育参入に付随する問題群､

すなわち､新たな教育供給主体に対する公費助成とし

て私学助成の適用は容認されるか否か､といった｢イ

コール･フッティング(競争条件の同一化)｣の問題が､

憲法第89条をめぐる解釈論議と相まって｢会議｣と｢文

科省｣の間で活発な議論が展開されている49)｡

ここで両者の基本姿勢を概観すれば､まず文科省は､

学校教育は高い公共性を持つものであり､その設置主

体も学校教育を適切に運営できるための制度的保証を

内在しつつ､ ｢継続性･安定性｣を担保できる主体であ

るべきと､学校を設置する｢主体｣に着目して論理を
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組み立てていることが特徴的である｡また､文部省は､

学校法人を｢世界に例を見ない民間参入の仕組み｣と

評しており､学校は｢公の性質｣を持ち､その設置･

運営は国家社会として責任を持って取り組むべき極め

て｢公共性｣の高いものであることから､ ｢継続性･安

定性｣を有する学校法人が最適であり､利潤追求を目

的とする株式会社は｢公教育｣を目指す学校制度と思

想的に相容れないと､現行私学制度ひいては公教育制

度の根幹を揺るがす大幅な制度変更が不可避となる
｢株式会社参入｣に対して消極的･否定的な姿勢を貫い

てきた｡

なお､文科省は､ 89条後段の｢立法趣旨｣について

は､ ｢自主性確保説｣及び｢公費濫用防止説｣のいずれ

かに重点を置くものが通説であるとした上で50)､ ｢公

の支配｣の内容については､現行の学校法人制度の下

では､学校教育法､私立学校法､私立学校振興助成法

という3つの法体系があってはじめて､トータルとし

て憲法89条のいう規制をクリアーすることができると

し､株式会社･NPOに対して公費助成を行うことは憲法

上の疑義が生じる可能性があるとの見解を示していた｡

これに対して､ ｢教育｣を電力･電信･運輸などの公

共サービスと同種のものとして捉え､その質の向上を

高次の目的に据える会議側は､文科省のいう｢継続性･

安定性｣に対して､ ｢学校教育法の考え方は､国公立以

外では､学校の基本財産を寄附行為で賄う学校法人に

学校教育を独占させることで､その非営利性を担保す

る一方で､安易な退出を防ぐという考え方に立ってい

る｡こうした参入･退出規制は､逆に､いったん参入

した学校法人を､事実上､保護する効果を持つことか

ら､効率的な学校経営-のインセンティブを妨げる要

因となっている｣と批判し､｢国民が望む質の高い教育

サービスを擾供するためには多様な経営主体の自由な

参入と､市場での競争を通じて劣悪な事業者が淘汰さ

れることが望ましい｣との主張を行っていた51)0

なお､憲法89条の｢立法趣旨｣について､会議側は､

文科省が通説とした｢自主性確保説｣に対しては､公

金の支出による援助は受ける側の自由であり強制では

なく､公費支出を受けると自主性が確保されないとい

う解釈は論理的とは言えない､ ｢公費濫用防止説｣に対

しては､公費の濫用防止は教育等の事業に限ったこと

ではなく憲法89条に列挙されている教育等の事業に

ついてのみ公費濫用を抑制するべき理由は乏しく論理

的な解釈とは言えない､といった理由から棄却してお

】1

り､ ｢教育等の事業からの宗教性の排除｣を立法趣旨と

解する｢中立性確保説(政教分離説)｣が最も合理的で

あるとの見解を表明していた｡また､ ｢公の支配｣の内

容については､ ｢教育等の事業に宗教色が浸透しないよ

うに担保することで十分であり､それ以外の特別な規

制は必要ない｡具体的には､公金が宗教関係の事業に

使用されないよう担保する措置がなされていれば十分

である｣との主張を行っていた52)｡会議側の論理は｢行

為を規制する関連法令が適用されることをもって､『公

の支配』に属するとの解釈できることから､株式会社

等-の支援が可能となり､新たな参入主体も容認され

る｣というものであった53)｡ここからは､公益性の担

保は､設置･経営｢主体｣の如何によって図るのでは

なく(主体規制･事前規制)､ ｢行動基準｣に関する規

刺(行為規制･事後規制)で担保するべきという規制

改革の基本方針が､ ｢私学助成の合憲性｣と｢新たな教

育供給主体に対する私学助成の適用｣を主張する際に

もそのまま採用されているとみることができよう｡

さて､文部省と会議側とでこのような議論が行われ

ていた中で､ 2003年5月29日の参議院内閣委員会にお

いて､山本庸幸内閣法制局第二部長(以下､法制局)が

憲法89条と私学助成について答弁を行っている54)｡以

下そこでのやりとりを概観することにする｡

まず､｢公の支配というのは法制的にどういうものな

のか｡---何があれば公の支配というふうに解される

のか｡--どういうことが公の支配の必要条件なのか｣

という質問に対して､法制局は､ ｢憲法89条後段の『公

の支配』ということの意味でございますが､これは､私

立学校その他の私立の事業につきましては､その会計､

人事等につきまして国又は地方公共団体の特別の具体

的な監督関係の下に置かれているということを意味し

ているというふうに考えております｡ --現在では､

第一に､学校教育法による学校の設置や廃止の認可､

そして閉鎖命令｡第二に､私立学校法によります学校

法人の解散命令｡第三に､これが大事なわけですけれ

ども､私立学校振興助成法によります収容定員是正命

令､それから予算変更勧告､役員解職勧告などの規定

がございまして､これらの規定を総合的に勘案いたし

ますと､こうした特別の監督関係にあれば公の支配に

属しているというふうに解しているというのが現在の

状況でございます｣と答えている｡

また､｢解散命令みたいなものがなくても､--公の

支配というのは､きちんと会計､人事についての監督
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関係があれば､それは公の支配だと解することが私で

きると思うんですけれどもいかがでしょうか｣との質

問に対して､法制局は､｢先ほど三つの法律と私指摘い

たしまして､第一が学校教育法､第二が私立学校法､第

三が私立学校振興助成法でございます｡それで､今回

の構造改革特別区域法案に基づくこの株式会社､それ

から特定非営利活動法人の学校でございますけれども､

実はこれは学校教育法の規制は及ぶわけでございます｡

しかしながら､私立学校法と私立学校振興助成法に基

づく規制は及ばないわけでございますので､そういう

意味での監督規定は置かれていないということを指摘

申し上げたいと思います｣と述べていた｡

さらに｢私立学校振興助成法上の監督権が付された

としても､これは今の私立学校法による学校法人の解

散命令がなければ､公の支配に服するというふうにし

か解釈できないのか､そこは検討の余地があるから検

討はできるのか｣との質問に対しては､法制局は｢先

ほど､私､特に私立学校につきましては､会計､人事

等につきまして国又は地方公共団体の特別の具体的な

監督関係にあるということを申し上げましたのですが､

その中身につきましては､いろんな法律上の監督規定

を総合的に勘案して検討したいと思っております｡中

でもやはりポイントは､学校教育法上の規定と､さら

に私立学校振興助成法によりますいろんな勧告と命令

という規定でございますので､今御指摘の点を十分踏

まえながら検討させていただきたいと思います｣と答

弁していた｡

こうした法制局の答弁は､その後の議論に大きな波

紋を起こすこととなる55)｡すなわち､ ｢法制局見解｣の

解釈をめぐって文科省と会議側とで議論が展開されて

いくことになるのである｡具体的には､文科省が｢公

の支配｣の｢必要条件｣は､ ①学校教育法､ ②私立学

校法､ ③私立学校振興助成法といった3法の適用の下

にあることであり､これら3法の規制が及ぶことを総

合的に勘案することによってようやく憲法89条の要請

している要件を満たすことができる､よって､株式会

社･NPO法人立学校については､①学校教育法の規制は

及ぶが､②私立学校法と③私立学校振興助成法に基づ

く規制が及ばないため､｢公の支配｣に属していると言

えず違憲の疑いがあると解したのに対して56)､会議側

は､法制局は､ Q)学校教育法をはじめ､その他様々な

監督規定等を総合すれば合憲であると述べているので

あり､ 3法全てが揃わなければ違憲になるという見解

ではない､よって､ ②私立学校法､ ③私学振興助成法

は必要条件ではないのであり､むしろ､学校の設置や

廃止の認可､閉鎖命令､学校法人解散命令､私学助成

法による収容定員是正命令､予算変更勧告､役員解消

勧告を前提としながら､これらに代わる何らかの代替

措置があれば検討の余地がある､すなわち学校法人と

いう形式以外も私学助成の適用を認めていく検討の余

地があると明確に言っている､との反論を行った｡

ここでの文科省の論理は､憲法上の疑義を生じさ

せないためには､教育の供給主体の経営形態につい

て｢事前制限｣をしなければならないとするもので

あるが､一方､会議側は､公金を支出する対象が｢学

校法人｣であるか否かという形式的な｢主体規制｣

(事前規制)は問題ではなく､学校教育法上の規制を

受けているか否かという｢行為規制｣の内実が重要

であり､情報公開や第三者評価といった仕組みなど

それ相応の｢規制｣が講じられることをもって｢公

の支配｣は満たされるとの論を展開し､私学助成の

適用を正当化しようとするものであった｡この種の

議論は､立法政策上の問題とともに､ ｢法制局見解｣

をどのように理解するかといったことも含め､憲法

89条後段の｢立法趣旨｣をめぐる憲法解釈論争にま

で発展､現在に至るまで結論･合意が得られておら

ず､平行線を辿っている状況である｡

Ⅳ.終わりに

本稿では､憲法89条後段をめぐる政府解釈を戦後か

ら現在に至るまで時系列的に概観してきた｡

ここで政府解釈を簡単にまとめれば､まず､憲法制

定議会(1946年)では､ 89条の立法趣旨は､前段は｢政

教分離の徹底｣､後段は｢公費濫費の防止｣と解され､

｢公の支配｣については､国又は公共団体の特別の監

督､すなわち､国が教育等の事業に対して発言権と監

督権を有していれば､｢公の支配｣に属しているとされ

た｡そして､ ｢私学助成の合憲性｣については､当時は

私立学校令が効力を有していたこともあり､私学助成

が憲法89条違反になる疑義はなく公金支出は可能であ

ると結論付けられていた｡

しかし､その後､戦後改革の一環として､学校教育

法(1947年)が制定され､戦前から効力を有していた

私立学校令が廃止されると､司令部側は私学助成に対

する憲法上の疑義を呈するようになり､89条をめぐる
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政府解釈は変更を余儀なくされることになる｡よって､

法務庁法務調査意見(1949年)では､ 89条の立法趣旨

は､前段は｢政教分離の徹底｣という点は共通である

が､後段について｢自主性の確保｣という点が顕著に

示されることとなり､また｢公の支配｣については､そ

の構成､人事､内容及び財政等について公の機関から

具体的に発言､指導または干渉されるなど､国または

地方公共団体の機関が決定的な支配力を持つことが要

件であると厳格に解釈されることとなった｡

そして､こうした政府解釈は､続く私立学校法(1949

午)の制定過程においても尾を引くこととなる｡そこ

では､ ｢公の支配｣の要件を｢厳格｣に解する法務庁見

解を前提として法案作成を行っていくことが求められ､

最終的には､私学全体が｢公の支配｣に服すべしとの
一般的な要件を改め､助成を受ける学校法人だけが

｢特別の監督｣に服するという方向で妥協が図られるこ

とになり､私立学校法第59条の規定(①業務･会計状

況報告の徴収権､ ②予算変更の勧告権､ ③役員解職の

勧告権)を設けることで､ ｢私学助成の合憲性｣の問題

を立法論的に解決することとなった｡こうして､政府

は､私立学校法の制定により､私学助成の法的可能性

が明確にされ､憲法上の疑義は解消されたと解するよ

うになるCまた実務の上でも､私立学校振興会法(1952

午)の制定に伴い､ ｢融資形式｣での私学振興策が講じ

られるようになっていった｡

しかし､融資事業､そして､特定補助金を経て､ ｢人

件費を含む経常費補助｣にまで私学助成の範囲を拡大

させていくとなると､ ｢私学助成の合憲性｣､特に｢公

の支配｣の要件をめぐっては､再び議論が巻き起こる

こととなるo臨時私立学校振興方策調査会(1965-67

午)では､私学助成の問題は私立学校法やその他の法

令による規制･監督の存在によって既に｢公の支配｣を

満たしていると解され､私学助成は憲法89条をめぐる

合憲･違憲の憲法問題とはならず､憲法が｢公の支配｣

の程度をどこまで要求しているのかという｢程度｣の

差の問題であるとの統一見解が示されたものの､｢人件

費を含む経常費補助｣にまで私学助成の範囲が拡大さ

れる場合には､助成に伴う規制の強化が必要となり､

再び合憲･違憲の憲法問題が生じる可能性があること

を示唆するものとなった｡こうして､臨私調では､ ｢人

件費補助｣の結論を留保せざるを得ない結果となった

ことは先に述べたとおりである｡

しかし､自民党文教族が中心となって､日本私学振

13

興財団法(1970年) ､次いで私立学校振興助成法(1975

午)が制定され､ ｢人件費補助｣が達成されてからとい

うものは､国会審議等で関連する質問はたびたびなさ

れるものの､憲法89条の｢立法趣旨｣や｢公の支配｣

など私学助成を合意･違憲の憲法問題として再定位し､

本格的に議論されることは皆無に等しいものとなった｡

これはその後の法制局をはじめ政府関係者による答弁

から見ても明らかであるが､｢もはや論議の段階を過ぎ

た｣との指摘がある通り57)､ ｢公の支配｣の要件も､学

校教育法､私立学校法､私立学校振興助成法における

監督の程度と解し､ ｢人件費補助｣においても憲法上の

疑義は生じないとするのが政府解釈の定説となってい

る58)｡

しかし､近年の動向に目を向けるならば､株式会社

やNPO法人といった新たな教育供給主体に対する公費

助成として､私学助成の適用を容認すべきであるとい

う｢イコール･フッティング｣論と相まって､憲法89

条の解釈をめぐる議論が再燃してきていることは注目

すべき事柄である｡そこでの争点は､ ｢公の支配｣の必

要条件は何か､換言すれば､ (A) ①学校教育法､ ②私

立学校法､ ③私立学校振興助成法の3法全てに基づく

規制が必要なのか､ (B) ②私立学校法や③私立学校振

興助成法は必要条件ではなく､②学校教育法やその他

様々な監督規定を代替措置として講じ総合的に把握す

れば合憲である解することが可能なのかというもので

あるが､これについては未だ結論･合意が得られてい

ない状況である59)0

こうして､戦後から現在に至るまでの憲法89条をめ

ぐる政府解釈の変遷を総じて言えば､戦後当初から疑

義が呈されていた憲法89条に関わる｢私学助成の合憲

性｣は､私立学校法の制定をもって立法的に解決され

るに至った｡その後私学助成の範囲が､融資から経常

費補助､そして人件費補助と拡大されていくのと連動

する形で､ ｢私学助成の合憲性｣問題も再び憲法的争点

を念頭においた議論が展開されていく可能性もあった

が､自民党文教族らによる日本私学振興財団法､さら

には私立学校振興助成法の制定をもって､またしても

立法的に解決される形となり､以後合憲･違憲の憲法

的争点に関わる議論が行われることはなくなっていっ

た｡こうして｢私学助成｣の合憲性をめぐっては､ ｢公

の支配｣の要件を､学校教育法､私立学校法､私立学

校振興助成法の監督程度に求めることが政府解釈の定

説となっているわけである｡
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最後に今後の研究上の課題を述べておく｡今後の課

題としては､分析対象を拡大することで､政府解釈の

全体像をより明確に示していくことが肝要であろう｡

本稿で検討した内容は､憲法89条の｢後段｣部分､な

かでもr教育｣事業に関わる政府解釈というある種限

定的なものであったことは音うまでもない60)｡よっ

て､今後は､第一に､ ① ｢教育｣事業の定義をめぐる

解釈論議､ ②後段部分の｢慈善｣､ ｢博愛｣事業に関す

る解釈論議､さらには､ ③ ｢宗教上の組織若しくは団

体｣に関わる｢前段｣部分の解釈をめぐる議論などに

も分析の射程を広げていく必要があり､そこでは､前

段･後段の関連性などを考慮した総合的な考察が求め

られよう61)｡第二に､私学助成をめぐっては､地鎮条

に関わる最高裁判決(1977年7月13日)､私大病院に

対する助成に関する千葉地裁判決(1986年5月28日)､

幼児教室に対する地方公共団体の公費助成に関する浦

和地裁判決(1986年6月9日)及び東京地裁判決(1990

年1月29日)など判例も存在している｡いずれも｢合

意｣との判決を下しているものの､そこでの論理はい

かなるものであったのかを先行研究をもとに再検討す

ることは政府解釈を個別事例に即して考察するという
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現代的文脈に位置づけていく上で必要不可欠な作業と

なることは音うまでもない｡上に掲げた課題に対する

検討は他日に期したい｡

註

1)以下､前段とは｢宗教上の組織若しくは団体｣部分､

後段とは｢慈善､教育若しくは博愛の事業｣部分を

示すQ

2)笹田(2002). p.271.

3)一例として､和田(1962). p.183.大西(1964). p.312.

伊藤(1990). p.477.阪本(2000). p.253.渋谷･

赤坂(2000). p.46,なお､小嶋は､ 89条解釈の困

難さの理由について　r本規定がマカーサ-草案に由

来して目的不明のまま成立したという事情と､目的

を不明とするが故に文字解釈をしようとしても､文

字じしんも混乱している｣と述べている｡ r『公の支

配』なら『服する』であるべく､ 『属する』ではあり

えない｡ 『属する』なら『公の支配』でありえない｣

(小嶋1987. pp.514-5.)0

4)なお､憲汝制定過程で参考とされたモデルを特定す

ることによって､ 89粂後段の立法趣旨を明らかにし

ようとする試みがある｡一例として､笹川(1991)､

笹川(2000)､笹川(2003)0

5)一例として､法学協会(1950). pp.69-74.宮浮

く1955). p.747.清宮(1957). p.69,

6)一例として､安嶋(1986)､安鳩(1987)､安嶋(1995)､

林(1956)､林(1973)､林(1980)､井出(1970)0

7)安嶋(1956). p.44.

8)野上(1989). pp.197-8.文部省(1972). p.1019.

9)小埜寺(1997). p.6.

10)俵(1990). p.330.

ll)清水(1962). p.669.

12)Ibid., pp.669-70.

13)Ibid‥　pp.667-8.

14)Ibid., p.667,

15)私学の設立･廃止･設立者の変更等に監督官庁の
r認可｣を必要とする一方で､公費助成に関する規定

はなかった｢私立学校令｣は､ 1947年制定の｢学校

教育迭J　の附則で廃止されるまで効力を有してい
た｡こうして､意法制定議会の時点では､実際､私

立学校は一般の監督とは異なる特殊な監督を受けて
いたのであり､こうした政府解釈が成立し得たとい

える｡同様の指摘として､安嶋(1986), op.cit‥

pp.81-3.青柳(1999). pp.92-3.前田(2005). p.312.

16)野上修市は､総司令部指令の｢日本教育制度に対す

る管理政策｣ (1945年10月22日)と｢国家神道､神

社神道に対する政府の保証､支援､保全､監督並に
弘布の廃止に関する件｣ (1945年12月15日)の内容

から判断するに､給司令部には､ ①国家と神道の完

全な分離､ ②私学教育の軍国主義化･国家主義化の

防止を企図する向きがあり､総司令部による私学助
成に対する憲法上の疑義はこうした見解の延長線上
にあったのではないかと述べている(野上1989.

op,cit‥　pp.514-5.)0

17)法務庁(1949). pp. 144-6.

18)野上(1989). op.cit., p.203.

19)福田･安嶋(1950). p.7.

20)日本私学団体総連合会(1956). p.287.

21)安鳩(1986). op.°it., p.85.

22)この間の蓮籍については､植松(1952a)､植松(1952

も)参照のこと｡

23)福田･安嶋(1950). op.°it. p.35.

24)安嶋(1956). op.°it., p.44.

25)『第6回国会衆議院文部委員会議鎗』第5号. 1949

年11月18EL pp.13-4.

26)『第6回国会衆議院文部委員会議魚』第11号. 1949

年11月26日. p.7.



憲法第89条をめぐる政府解釈と私学助成

27)『第6回国会衆議院文部重点会議褒』第11号. 1949

年11月26日. p,2.また､久保田政府委員は､ r従

来の文部省の建前としては､できるだけ助成という

線がいろいろな拘束なくできるのが当然だと､私共
は了解して参ったのでありますが､あの意絵の解釈

について､むしろ疑義として或いは憲綾に違反する
のではなかろうかという点が残されておったのであ

りまして､明らかにいかんといった線から規定され

たものとは考えておりませんでした｣と当時の文部

省見解を明かしている(『第6回国会参議院文部委員

会義政』第5号. 1949年11月22日. p.4.)｡

28)『第6回国会衆議院文部委員会議録』第5号. 1949

年11月18EI. pp.13-4.

29)小室寺(1997). op.°it., p.12. 50年代兼には文

部官僚も､ ｢すでに解決済み｣の問題であると答弁し

ている(『第31回国会参議院文教委員会議銀』第8

号. 1959年2月17日. p.19.)｡

30)全文は､日本教育学会教育制度研究委員会私学制度

小委員会(1969)｡

31)全文は､文部省(1968). pp.193-201.

32)全文は､日本私学振興財団(1980). pp.37-39.

33)『第63回国会衆議院文教委員会議録』第13号. 1970

年4月10日. p.8.

34)『第63回国会参議院文教委員会議録』第15号. 1970

年4月17EL p.1.

35)『第63回国会衆議院文教委員会議録』第13号. 1970

年4月10日. p.8.

36)『第63回国会衆議院文教委員会議録』第16号, 1970

年4月22日. p.19.

37)『第63回国会衆議院文教委員会議飴』第13号. 1970

年4月10日, p.10.

38)『第63回国会衆議院文教委員会議録』第13号. 1970

年4月10EL p.9.

39)『第65回国会参議院予算委員会会議録』第6号. 1971

年3月3日. p.17.

40)市川(2006). p.219.

41)本法制定過軽については､荒井(2006a)､荒井

(2006b)､稲(1993)参照｡

42)小野(1998). p.221.

43)『第75回国会衆議院文教委員会議飴』第18号. 1975

年6月26日. p.23.

44)安嶋(1995). op.cit‥　p.55.

45)『第87回国会参議院予算委員会会議録』第6号. 1979

年3月13日. p.12.

46)『第96回国会参議院予算委員会会議鼓』第4号. 1983

年3月10日. p.23.

47)『第140回衆議院文教委員会議録』第8号. 1997年

4月11日. 『第140回参議院文教委員会譲録』第8号.

1997年4月22日,参照｡

48)小童寺(1997). op.°it., p.7.

49)以下､総合規制改革会議､規制改革･民間開放推進

15

会議の議事魚を参照｡
50)総合規制改革会議第3回アクションプラン実行WG

(2003年3月27日)､規制改革･民間開放推進会議第

3回官製市場民間開放委員会(2004年6月28日)の

議事鎗参照｡
51)組合規制改革会議第6回構造改革特区に関する意見

交換会(2003年2月7日)における八代尚宏委員の

提出資料『学校教育の規制改革に関する主要な論点

(メモ)』参照｡

52)一例として､ 『第155回国会衆議院内閣委員会議轟』

第8号. 2002年11月19日. p.2.その他､総合規制

改革会議第3回アクションプラン実行WG (2003年3

月27　日)､規制改革･民間開放推進会議の第3回官

製市場民間開放委員会(2004年6月28日)の議事簸

参照｡

53)総合規制改革会議第3回本会議(2002年6月11日)

の配布資料参照｡

54)『第156回国会参議院内閣委員会議録』第11号. 2003

年05月29日. pp.13-15.

55)以下､給食規制改革会議第2回構造改革特区提案お

よび規制改革全国要望に関する意見交換会(2003年

9月1日)の議事録参照｡

56)一例として､ 『第159回国会参議院文教科学委員会

議敢』第14号. 2004年4月27日. p,36. 『第159回

国会参議院本会議録』第21号. 2004年5月14日. p.4.

57)文部省(1972). op.°it., p.1019.

58)一例として､ 『第100回国会衆議院決算委員会議録』

第2号. 1983年10月6EI. p.12, 『第101回国会参議

院文教垂見会議録』第11号. 1984年5月10日. p.7.

『第103回国会衆議院文教垂員会議録』第5号. 1985

年11月27日. p.9. 『第126回Eg会参議院文教垂員会

議銀』第2号. 1993年2月23日. p.17. 『第126回国

会衆議院文教委員会議録』第3号. 1993年2月24日.

p. 15. 『第126回国会衆議院文教委員会議録』第4号.
1993年2月26El. p.10. 『第131回雷会衆議院文教

委員会議鎗』第1号. 1994年10月21日, p.9. 『第

1 34回国会衆議院宗教故人に関する特別委員会議線』

第8号, 1995年11月10日. p.2, 『第140回国会参議

院予算委員会議鏡』第16号. 1997年3月26日, p.17.

『第146回国会衆議院文教委員会議録』第2号. 1999

年11月9日. p.19. 『第147回国会参議院予算委員会

議線』第5号. 2000年3月6日. p.15. 『第147回国

会参議院文教･科学委員会議魚』第3号. 2000年3

月14日, p.6. 『第151匝=司会衆議院予算委員会養魚』

第3号. 2001年2月9日. pp.15-16. 『第155回国会

参議院内閣委員会議録』第11号, 2002年12月10 EL

p, 7. 『第159回国会衆議院予算委員会第四分科会議

録』第1号. 2004年3月l B. p.9, 『第159回国会参

議院文教科学委員会議簸』第14号. 2004年4月27

日. p.36. 『第159回国会参議院本会議簸』第21号.

2004年5月14日. p.4. 『第162回国会参議院内聞委

員会議録』第7号. 2005年4月7日, pp.17-20.

59)その後の議論のとして､ 『第159回国会参議院内閣



16 教育行政学論叢　第26号　2007年

委員会議録』第14号. 2004年5月20日.参照｡
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89条の関係について｣ (1951年3月28日)､ ⑧自治庁
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条にいう『慈善又は博愛の事業』について｣ (1953年

2月21日)､ ⑨文部省社会教育局長福田繁あて法制局

第-部長亀岡康夫回答｢憲法第89条にいう『教育の
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61)①については､社会教育法の制定過程及び一部改正

過程において活発な議論が行われている｡また､ ③

は､宗教系私立学校に対する私学助成が顕著な例で

あるが､これについては私立学校法制定時に問題と

なっただけではなく(福田･安嶋1990.　op.°it.,

pp. 36-9.)､近年においても､総合規制改革会議及び

規制改革.民間開放推進会議からは｢違憲｣の疑義
が呈されている(総合規制改革会議第3　回構造改革

特区･官製市場改革wG (2003年5月22日)の議事録

参照)｡
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